
 

 

 

 

令和６年１月２３日 

▼タイトル 

令和６年能登半島地震にかかる高島市避難者支援相談窓口の設置について

 

 標記の件について、下記のとおりしますのでお知らせします。 

 

記 

 

１．避難者支援相談窓口  

 市内に避難されている方、避難を考えられている方の相談をお受けします。 

 

【相談内容】 

 ・お住まいに関する相談 

 ・福祉施設やこども園、学校に関する相談 

 ・経済的な困りごとに関する相談 

 ・就労に関する相談 など 

電話番号：0740-25-8120【社会福祉課】 

※受付時間：土日祝日を除く平日の８時３０分から１７時１５分 

 

２．被災地支援お問い合わせ窓口 

 被災地への支援に関する問い合わせをお受けします。 

 

【相談内容】 

・被災地への災害支援物資 

 ・災害義援金 

 ・ボランティア など 

電話番号：0740-25-8133【危機管理局防災課】 

※受付時間：土日祝日を除く平日の８時３０分から１７時１５分 

 

 

▼問い合わせ先 

 ○所   属：高島市 政策部危機管理局防災課 

 ○担   当：中田 

 ○電話番号：０７４０（２５）８１３３ 

 ○ファックス：０７４０（２５）８５５１ 


